
＊ネウボラ…フィンランドの妊娠期から就学前の子育て家庭を対象にした、地域の健診・
　　　　　 相談支援の拠点

〈世帯と人口〉世帯：136,397　人口：224,972（男：108,073　女：116,899）　［うち外国人：10,350（男：5,638　女：4,712）］　※平成30年2月1日現在
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１ 子育て・教育・生涯学習
（1）渋谷区版ネウボラ
　昨年12月に担当職員とフィンランドへ視察に行ってまいりました。この
成果をもとに、神南分庁舎跡地で計画を進める渋谷区版ネウボラ＊は、妊
娠期から18歳までの人がいる家庭を対象に、ライフステージや課題に応じ
て、相談員が継続してチームで対応する総合相談体制を整える、子育て支
援、健康相談、専門相談を一体化した施設として設置します。
　平成30年度は母乳相談を拡充するとともに宿泊型産後ケア事業や子
どもショートステイ事業も開始し、保護者と児童それぞれを支援すること
で、虐待の予防や子育て負担の軽減を図ります。

（2）待機児童解消と保育の質の確保
　本区の待機児童数は、一昨年4月の315人から昨年4月の266人へと
減少しておりますが、本年4月には、さらに前年比で100人程度減少でき
る見込みです。30年度は認可保育園7園、認定こども園1園の計8園の開
設を予定し、認可定員を合計で722人増やしつつ、保育の質の向上に努
めていきます。

（3）教育
　昨年9月から、タブレット端末を区立の小中学生全員に一人一台貸与
し、いつでもどこでも学習できるＩＣＴ環境を実現させました。本年4月から
は、その本格実施に入ります。子どもたちが、タブレット端末を活用して、
学校や家庭などで情報の収集や編集をし、離れた地域にいる人々と交流
しながら学びを深める、渋谷区独自のＩＣＴ環境の特性を最大限に生かし
た学習が展開されるよう、継続的な支援を行なっていきます。また、30
年度以降、全ての区立小中学校に学校運営協議会を設置して、コミュニ
ティ・スクールの充実に向けた取り組みを進めていきます。

２ 福祉
（1）第７期渋谷区高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画
　2月に渋谷区介護保険事業計画等作成委員会から答申を受けました。
多様化する高齢者のライフスタイルに合わせた施策が展開できるよう、
早急に「第７期渋谷区高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策
定していきます。

（2）障害者福祉　
　30年度に、相談の専門施設である基幹相談支援センターを新庁舎内
に開設します。また、障害のある人が多様な働き方を選択できるよう、知
的障害のある人を臨時職員として雇用する取り組みを新庁舎移転後に新
たに開始します。

（3）ハウジングファースト事業の拡充
　本区では、ホームレス支援策として28年度から、自治体としては先駆
的な取り組みであるハウジングファースト事業を実施し、現在まで多くの
方が社会復帰を果たしています。30年度は借上げシェルターを増やし、
ホームレスの社会復帰に向けた取り組みをさらに拡充します。

３ 健康・スポーツ
　平

ピョンチャン

昌オリンピック冬季大会では、スキーフリースタイル男子モーグルに
日本代表として出場した渋谷区立広尾小学校、広尾中学校出身の原大智
選手が、見事銅メダルを獲得し、私も渋谷区民として心が躍りました。「渋
谷区から世界に羽ばたくオリンピック・メダリストの誕生」という快挙の中、
東京2020大会へ向けた開催準備を、より一層推進していきます。

４ 防災・安全・環境・エネルギー
（1）災害対策本部の移転
　新庁舎移転に伴い、31年には、現在渋谷ヒカリエにある災害対策本部も
新庁舎に移設します。新庁舎での業務開始に合わせて、従来のシステムの
長所を集約した第三世代（ハイブリッド型）の防災システムを構築します。

（2）民泊
　昨年6月に制定された住宅宿泊事業法が本年6月15日から施行される
のにあたり、安全安心と地域活性化の両面から検討を重ねた結果、民泊を
行うことができる区域と期間について一定の制限を設けた条例案を本定
例会に提出しています。これに合わせ、健康推進部内にコールセンターを
設置するほか、東京消防庁ＯＢを非常勤職員として採用し、相談・指導体制
を強化します。

（3）防犯カメラの増設
　29年度までに、全小学校の通学路に90台の防犯カメラを設置しました
が、今後、２か年でさらに100台を増設するほか、区立公園にも24台のカ
メラを増設します。

（4）環境政策
　本区が成熟した国際都市へと成長し、世界的な問題である気候変動問
題や持続可能な社会の形成に対して、地域から貢献していくためには、環
境とまちの活力が調和した持続可能な社会への転換を進めていくことが
必要です。このため、「渋谷区環境基本計画」の改定を行います。また、こ
の計画を迅速かつ的確に推進し、実効性のあるものとするため、本年４月
より環境政策部を新設し、関係所管が連携して施策を推進していきます。

５ 空間とコミュニティーのデザイン
（1）渋谷おとなりサンデー
　昨年、「渋谷区新たな地域活性化のための条例」を施行し、その具体的
施策の一つとして「渋谷おとなりサンデーの日」を6月の第1日曜日に定め
ました。本年は、区内全域で街路灯にフラッグを掲出するなど、商店会とも
連携し、新たに笹塚・幡ヶ谷地区にショーケース会場を置き、区内100か所
以上でさまざまな「おとなりサンデー」が行われることを目指します。

（2）ササハタハツ・プロジェクト
　29年度から、笹塚・幡ヶ谷・初台の3地区の頭文字を合わせた「ササハ
タハツ地域」の町会などの住民、商店会などの事業者、企業やＮＰＯなど、
地域に関心のある人々が集まり、互いの違いや強みを引き出しながら創
造的に対話する「まちづくりフューチャーセッション」をスタートしました。
30年度は玉川上水旧水路緑道や水道道路といった地域を横断するスト
リートを活用して、各プロジェクトを実験的に試行し、地域のまちづくりの
交流の場となる「（仮称）まちラボ」の設置を目指します。

6 文化・エンターテインメント
　「一般社団法人 渋谷未来デザイン」は、基本構想で示した「ダイバー
シティ＆インクルージョン」「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」の考
え方を、まちづくりの分野にも取り入
れるために設立する新たな団体で、
本 年 4 月からスタートします 。区 民
や渋谷に集まる企業、大学など多様
な人々のアイデアや才能を結集し、
オープンイノベーションを起こし、社
会課題について、産官学民が連携し
て創造的解決を図ります。

７ 産業振興
　商工会館・消費者センターは、昭和55年に開館した施設ですが、建物
の躯

く

体
た い

はしっかりとしているため、内部をリノベーションし、産業振興の
拠点として多機能・多目的な利便性の高い施設へ整備していきます。

８ 区政運営、その他
（1）新庁舎の開設
　30年度にはいよいよ新庁舎を開設します。区民窓口の改善、ＩＣＴ基盤
の整備、ユニバーサルオフィスを視野に入れた家具 什

じゅう

器
き

類の更新などを
行い、職員のワークスタイル改革による生産性の向上、効率化、労働環境
を改善し、区民サービスの向上を図ります。

（2）男女平等・多様性社会推進に関する事業
　「渋谷区パートナーシップ証明」は、現在までに25件の交付を行い、交
付された方や、社内制度を対応させた企業への調査では、本区の取り組
みへの評価をいただいています。今後は、自治体間の情報共有、意見交
換の機会をさらに有効なものとして事業に生かしながら、区民の誰もが、
自分らしく生きられる街を目指して、引き続き施策を推進していきます。

平成30年 第1回区議会定例会　区長所信表明（抄）

2月22日（木）の区議会定例会本会議における長谷部健区長の所信の一部を掲載します。
▲2月14日「ササハタハツまちづくりフューチャー

セッション」にて

区長の発言全文は、区HPに掲載しています

▲29年11月13日「ダイブ ダイバーシティ 
サミット シブヤ2017」での渋谷未来デ
ザイン構想の発表



こん なとき い つ 何を 手 続きに 必 要 なもの

住
所
変
更

区内→区外に変更 転出する前
（14日前から）

転出届 ・マイナンバーカード・住民基本台帳カード（※1）　・印鑑登録証（※1）　・国民健康保険被保険者証（※2）
・後期高齢者医療被保険者証（※1）　・介護保険被保険者証（※1）　・通知カード（国外転出する場合）区内→国外に変更 国外転出届

区内で変更
新住所に
住み始めた日から
14日以内

転居届 ・マイナンバーカード・住民基本台帳カード（※1）　・在留カード （※1）　・国民健康保険被保険者証（※2）
・転居する人全員の通知カード（※1）　・後期高齢者医療被保険者証（※1）

区外→区内に変更 転入届 ・転出証明書（前住所地で発行） 　・マイナンバーカード・住民基本台帳カード（※1） 
・在留カード （※1）　・転入する人全員の通知カード（※1） 

国外→区内に変更 国外転入届 ・パスポート　 ・戸籍謄本　 ・戸籍の附票　 ・在留カード（※1）

世帯主変更、世帯の分離・合併 変更があった日から
14日以内 世帯変更届 ・国民健康保険被保険者証（※2）

届け出などの種類 い つ どこで 何をす る 新 住 所 地 で
国民健康保険

転出届を
出すとき

区役所仮庁舎第1庁舎1階住民戸
籍課住民登録係または出張所・
区民サービスセンター

渋谷区発行の国民健康保険被保険者証を返却する 転入届を出すときに手続きをする

介護保険 渋谷区発行の介護保険被保険者証を返却する 要支援･要介護の認定を受けていた人は､転入した
日から14日以内に認定申請の手続きをする

後期高齢者
医療制度

区役所仮庁舎第1庁舎2階国民健
康保険課高齢者医療係または出張
所・区民サービスセンター

・後期高齢者医療被保険者証を返却する
・負担区分等証明書などを受け取る（都外へ転出

する人のみ）

負担区分等証明書などとハンコを持参して手続き
をする

児童手当 区役所仮庁舎第1庁舎2階子ども
青少年課子育て給付係または出張
所・区民サービスセンター

世帯の一部が転出するときは届け出る 転出した日（転出予定日）の翌日から15日以内に
ハンコを持参して手続きをする

子ども医療費助成 渋谷区発行の 乳・子 医療証を返却する 子どもの健康保険証とハンコを持参して手続きを
する

転入学
（区立小中学校）

引っ越しを
する前 通学している学校 在学証明書などの書類を受け取る

転入届を出すときに渡される就学通知書などの書
類を､新しく通学する学校に提出する
※4月に新入学する場合は早めに連絡してください
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原動機付自転車などを所有している人は

問  国民健康保険は　国民健康保険課資格賦課係（☎3463-1781 FAX 5458-4940）
 ・ 介護保険は　介護保険課保険料係（☎3463-2013 FAX 5458-4934）
 ・ 後期高齢者医療保険は　国民健康保険課高齢者医療係（☎3463-1897 FAX 5458-4940）
 ・ 児童手当､子ども医療費助成は　子ども青少年課子育て給付係（☎3463-2558 FAX 5458-4942）
 ・ 転入学は　学務課学事係（☎3463-2986 FAX 5458-4953）

住民票の手続き

転出するときの主な手続き

犬を飼っている人は 家庭から出るごみは

住所の変更や世帯主の変更、世帯の分離・合併をする人は、必要なものを持参して、区役所仮庁舎第1庁舎
1階住民戸籍課住民登録係または近くの出張所・区民サービスセンターで手続きをしてください。

区外へ引っ越しをするときは、渋谷区発行の犬鑑札を持参して新住所
地の区市町村で犬の登録をしてください。
問 生活衛生課事業係（☎3463-2246 FAX 5458-4943）

カードが出来上がった人には、受け取りについてのお知
らせを送付しています。申請してからお知らせが届くま
で、1か月半程度かかります。
※受け取りには予約が必要です（5営業日先から先着）。
※お知らせを紛失した場合は問い合わせてください。

▶受取場所　区役所仮庁舎第３庁舎１階マイナンバーカード
　　　　　　交付会場、出張所・区民サービスセンター
※区役所仮庁舎は、第２・４土曜日（祝日含む）も予約可

問 住民戸籍課住民登録係（☎3463-1785 FAX 5458-4914）

・粗大ごみ（有料）
▶対象　家具などのおおむね30cm角以上の大きなごみ
▶申込　粗大ごみ受付センター（月～土曜日 8：00～19：00）

（☎5296-7000　HP http://sodai.tokyokankyo.or.jp/）
・家電リサイクル製品
エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は、粗大ごみとして処分でき
ません。製品を購入した小売店または新しい製品を購入する小売店などへ引き取
り依頼をしてください（有料）。
小売店に引き渡せない場合は、下記へ申し込んでください。
▶申込　家電リサイクル受付センター（月～土曜日 8：00～17：00）

（☎5296-7200）
・一度に多量のごみを出す場合（有料）
▶対象　おおむね45ℓのごみ袋で4袋以上
※早めに清掃事務所に相談してください。

問 渋谷区清掃事務所（☎5467-4300 FAX 5467-4301）

軽自動車税は、4月1日現在、軽自動車やバイク、ミニカーなどを所有
している人に課税されます。区外に定置場を移転するときや、廃棄・譲
渡・盗難があった場合は、すぐに廃車の届け出をしてください。3月30日

（金）までに手続きをしないと30年度の軽自動車税が課せられます。
また、渋谷区に転入し、区内に定置場のある人で、区外の標識を付けて
いる場合は、渋谷区への登録手続きをしてください。
問  原動機付自転車・ミニカーは
　税務課税務管理係（☎3463-1704 FAX 5458-4913）
 ・ 軽自動車は　軽自動車検査協会（☎050-3816-3100 FAX 6712-8625）
 ・ 125ccを超えるバイクは
　東京運輸支局（☎050-5540-2030 FAX 3471-6320）

渋谷区内で多発！  区役所職員をかたった還付金詐欺にご注意ください。

※1 持っている人・加入している人のみ　　※2 加入世帯のみ
 ・いずれも本人確認ができるもの（運転免許証、パスポート、在留カードなど）が必要です。　・代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。
問 住民戸籍課住民登録係（☎3463-1675 FAX 5458-4914）

マイナンバーカードの受け取りを忘れていませんか

住民登録は
行政サービスの
基本となります。
正しい届け出を
お願いします。



しぶや区ニュースは、点字版と声のニュース（カセットテープ）も発行しています。詳しくは広報コミュニケーション課（☎3463-1287）へ問い合わせてください。
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▶対象　区内在住で、２９年１～１２月に介護職員初任者研修課程を修
了し、その修了証明書の交付を受けた、次のいずれにも該当
しない人

・厚生労働省の教育訓練給付金の支給、その他の補助制度により受講料
の５割以上の補助を受けている、または受ける見込みがある

・公共職業安定所（ハローワーク）に申し込みをする講習、または受講料
が原則無料の講習を修了している

▶募集人数　２０人（抽選）
▶補助額　受講料の５割（上限５万円）
▶申込　3月15日（消印有効）までに、申込書と修了証明書の写しを、

〒150-8010（住所不要）渋谷区役所高齢者福祉課サービス
事業係へ郵送・持参

※申込書は３月１日から区役所仮庁舎第1庁舎１階高齢者福祉課、出張
所・区民サービスセンター、地域包括支援センターで配布（区HPでダ
ウンロード可）

問 高齢者福祉課サービス事業係（☎ 3463-1873 FAX 3463-2873）

介護職員初任者研修課程（通信・通学）
修了者に受講料の一部を補助します

日 時 会 場

3月5日（月）・7日（水）
10：00～11：30、13：00～15：30

東京税理士会渋谷支部事務局
（桜丘町16-15カーサ渋谷301）

▶対象　区内在住で私立幼稚園（子ども･子育て支援新制度に移行した
　　　　園を除く）に通う園児の保護者
▶補助額　特別区民税の額などにより金額を決定　
▶申込　申請書を幼稚園へ提出　
※申請書は幼稚園で配布（30年度分は4月以降に配布）
問保育課私学主査（☎3463-3153 FAX 5458-4907）

▶対象　区内在住かつ在宅の65歳以上で、認知症の症状があり、見守
りが必要な人

▶申し込める人　対象者本人またはその家族・成年後見人
▶申込　地域包括支援センターで

▶対象　高齢者おかえりサポートメールに協力できる人
▶申込　右下のＱＲコードまたはメール（ t-shibuyakourei@sg-m.jp）
　　　　に空メールを送信
※行方不明者情報のほか、認知症に関するイベントなどの
　お知らせについても配信することがあります。

問高齢者福祉課認知症施策推進主査
（☎3463-1890 FAX 3463-2873）

●利用者登録

おかえりサポートメールの流れ

●協力者（おかえりサポーター）登録

「高齢者おかえりサポートメール」は、認知症で行方不明となった高齢者の情
報を、協力者（おかえりサポーター）に配信し、発見や警察への連絡などの協
力をお願いする取り組みです。利用者と協力者は事前に登録が必要です。

高齢者おかえりサポートメールへの
登録・ご協力をお願いします

▶品目　米寿祝品（デパート商品券5,000円分）
▶対象　区内在住で米寿（88歳）を迎えて１年以内の人
▶申請　88歳になる月の初日から1年以内に、社会福祉協議会または
　　　　地域包括支援センターへ
問 社会福祉協議会（☎ 5457-2200 FAX 3476-4904）

を贈呈します

②
利用の
申し出

①
行方不明者届

④
行方不明者の
情報を確認

③
メールを
配信

⑤
発見したら
連絡

問税務課課税第一係・課税第二係（☎3463-1719・1726 FAX５４５８-４９13）

▶受付期間　3月15日（木）まで 月～金曜日 9：00～17：00
▶受付会場
区役所仮庁舎第1庁舎3階1-1会議室、出張所・区民サービスセンター
※相談がある人は区役所仮庁舎受付会場を利用してください。
▶対象
30年1月1日現在、区内に住所があり、29年1～12月に所得があった
人、非課税証明書の発行資料・健康保険などの判定資料が必要な人
▶持参
源泉徴収票、各種所得控除の証明書、マイナンバー確認書類（通知
カードなど）、身元確認書類（運転免許証など）、ハンコなど

申告書にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です
申告時に本人確認（番号・身元確認）を行うため、確認書類の提示または
写しの添付が必要です。
▶本人確認書類
例1 マイナンバーカードのみ  例2 通知カードなどと運転免許証など

郵送での申告ができます
住民税申告書がない人は連絡してください。住民税申告書と返信用封筒
を送付します。
※番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封してください。申告

に必要な証明書などが同封されていないと控除が認められないこと
があります。

▶申告・納税期限　
所得税（復興特別所得税）・贈与税 3月15日（木）
個人事業者の消費税 4月2日（月）
※期限を過ぎた場合や誤った申告書を提出した場合には、加算税や延滞

税を納めなければならないことがあります。

納税は口座振替が便利です
振替依頼書は住民税の申告会場や出張所・区民サービスセンターで配
布しています（区HPでダウンロード可）。郵送を希望する人は問い合わ
せてください。
問 税務課税務管理係（☎ 3463-1706 FAX 5458-4913）

※申告書などの提出はできません。
※詳しくは問い合わせてください。

問 渋谷税務署個人課税第1部門（☎ 3463-9181） ※自動音声対応

29年分の確定申告

29年度分私立幼稚園の
保育料補助の申請は済んでいますか

30年度住民税
（特別区民税・都民税）の申告

▶対象　
小規模納税者の所得税および復興特別所得税・個人消費税の申告、
年金受給者・給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告
※次の場合を除く
土地・建物・株式などの譲渡所得がある、配当所得・退職所得がある、所
得金額が高額である、相談内容が複雑である、税理士に依頼している
▶持参　申告に必要な書類（源泉徴収票、昨年の申告書の控えなど）、
　　　　ハンコ、筆記具、計算用具など
問 東京税理士会渋谷支部（☎ 3461-2938）

税理士による無料申告相談

協力者
（おかえりサポーター）

事前登録を
している人の家族

警察

おかえりサポート
配信受付窓口
〈区委託業者〉



29年6月に「住宅宿泊事業法」が公布され、民泊は住宅宿泊事業
として法制化されました。30年6月15日から、住宅宿泊事業は同
法に基づく届出手続きにより日本全国で行えるようになります。
民泊について区民の皆さんが相談しやすい体制を整え、住宅宿泊
事業者に対して適切な運用支援を行うため、コールセンターを開
設します。
▶開設時期　3月1日（木）から
▶内容　届出住宅や申請施設に関する意見、住宅宿泊事業の届け出
　　　　や旅館業の申請など　

渋谷区 民泊コールセンター　☎3463-3179
月～金曜日 9：00～17：00（祝・休日、年末年始を除く）

問 生活衛生課環境衛生係（☎ 3463-2287 FAX 5458-4943）

民泊コールセンターを開設します

J-ALERT全国一斉情報伝達訓練を
実施します

7 渋谷 区からのお知らせ 平成30年（2018年）3月1日

高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の
自己負担額を軽減するための制度です。医療保険上の世帯単位において、医療
保険と介護保険の自己負担額の合計が自己負担限度額（下表）を超えた場合、申
請をすれば自己負担限度額を超えた分の金額が各保険から支給されます。
※医療保険と介護保険のいずれかの自己負担額が０円の場合は対象外です。

３０年度の保険料は、２９年中の所得に基づいて計算します。30年１月１日
に区内に住所があった人は、２９年中の所得の有無にかかわらず、区役所
仮庁舎第1庁舎２階税務課で申告してください。なお、税務署で所得税の
申告をした人は、区役所で住民税の申告をする必要はありません。
※所得額が一定基準以下の世帯は、保険料のうち均等割額が軽減され

る制度があります。

問 防災課災害対策推進係（☎3498-9409 FAX 3498-9410）

▶計算対象期間　８月１日～翌年７月３１日の１年間
▶申請方法　２９年７月３１日現在、加入していた各医療保険へ
①国民健康保険の加入者
　２月に該当する世帯主へお知らせを送付しました。
②後期高齢者医療制度の加入者
　２月に該当する人へ申請書を送付しました。
③社会保険、国民健康保険組合など、①・②以外の医療保険の加入者
　加入している医療保険へ問い合わせてください。
※計算対象期間内に加入していた介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療

保険の「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。

※１ 基準所得額とは、総所得金額から基礎控除（３３万円）を差し引いた額です。

自己負担限度額〈28年8月～29年7月負担分〉
 所得区分

（基準所得額）※1
国民健康保険または被用者保険＋

介護保険（７０歳未満の人がいる世帯）
ア　901万円超 212万円
イ　600万円超901万円以下 141万円
ウ　210万円超600万円以下 67万円
エ　210万円以下 60万円
オ　住民税非課税世帯 34万円

所得区分 後期高齢者医療＋
介護保険

国民健康保険または被用者保険＋
介護保険（70～74歳の人がいる世帯）

現役並み 67万円 67万円
一　　般 56万円 56万円

低所得者 Ⅱ 31万円 31万円
Ⅰ 19万円 19万円

問 国民健康保険は
　 国民健康保険課給付係（☎３４６３-1782 FAX５４５８-４９40）
 ・ 後期高齢者医療制度は
　国民健康保険課高齢者医療係（☎３４６３-1897 FAX５４５８-４９40）
 ・ 介護保険の自己負担額は
　介護保険課介護給付係（☎３４６３-1997 FAX５４５８-４９34）

問国民健康保険課資格賦課係（☎３４６３-1781 FAX５４５８-４９40）

国民健康保険
保険料の計算には住民税の申告が必要です

総務省消防庁によるJ
ジェイ

-A
ア ラ ー ト

LERTの起動確認のための訓練です。全国一
斉試験のため、近隣自治体でも、試験放送などさまざまな手段で訓練が
行われます。
区は、防災行政無線から試験放送を流します。
▶日時　３月１４日（水）１１：００ごろ
▶放送内容　
●チャイム音
●「これは、ジェイアラートのテストです」※３回繰り返し
●「こちらは、ぼうさいしぶやです」
●チャイム音

Ｊ-ALERT（全国瞬時警報システム）とは
国（総務省消防庁）が発信した、弾道ミサイルの着弾や大規模テロ、大地
震などの緊急情報を、人工衛星を通じて区が受信し、区内の防災行政無
線から自動放送することで、緊急事態であることを区民の皆さんに知ら
せるシステムです。

区内の防災行政無線で放送された内容を電話、区HPで確認できます。
▶専用電話番号  （☎3498-7211～3、☎3498-9419）
※通話料がかかります。
※放送後、24時間経過すると確認できなくなります。
※17：00に放送している「夕やけこやけ」は聞くことができません。
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